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まなびルーム「ありおーそ」では、「学校に行くことは苦手だが外には出たい」というお子さんに対し

て北区内の児童館で居場所を提供しています。学校や自宅以外の場所で安心して過ごすことができるよ

う、コミュニケーションや人との関わり方を大切にしながら支援を行っています。 

 

 

 

 

北区立の学校に在籍中もしくは区内在住で私立の小・中学校に通っている児童・生徒が対象です。 

 

 

 

 

区内に３カ所あり、王子東児童館（王子地区）、赤羽児童館（赤羽地区）、田端児童館（滝野川地区）と

なっています。対象のお子さんであれば３カ所どこでも利用することができます（どの児童館も初回利

用時は保護者と来館する必要があります）。 

 

 

 

 

●利用できる曜日：毎週火曜日～金曜日 

●利用できる時間：午前１０時～午後２時３０分 ※学校の授業時間によって変動します。 

児童館の閉館日や、学校がお休みの日（振替休日・都民の日など）はありおーそも閉室となります。 

 

 

 

① 児童館のルールを守りましょう 

・児童館は乳幼児や妊婦の方も利用しています。廊下や階段など館内では走らないようにしましょう。 

・大きな声や音を出したりすることも控えましょう。 

・児童館のものは丁寧に扱い、使い終わったら元の位置に戻すようにしてください。 

② 自分やまわりの人の安全に気を付けて利用しましょう 

・カッターなどの危険物は児童館には持ち込めません。 

・熱湯を必要とする飲食物（麺類含む）も、館内でこぼすと危険なため持ち込みを禁止しています。 

・お子さんの行動等によっては、安全面を考慮してありおーその利用をお断りすることもあります。 

１．まなびルーム「ありおーそ」とは 

２．対象となる児童・生徒 

３．利用できる場所（児童館） 

４．利用できる曜日・時間 

５．ありおーそでのルール 
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・正式に申請が完了した児童・生徒については、活動の記録を毎月在籍校に送ります（区立学校のみ）。 

・出席の扱いについては学校長判断となりますので在籍校に確認してください。 

・私立学校に通っている場合は個別にご相談ください。 

・ありおーそで昼食をとった場合、回数に応じて給食費相当額が補助される制度があります。申請用紙は

学校にありますので、学校に問い合わせてみてください。補助を受ける場合は学校の給食は停止となり

ます。 

 

 

 

 

以下の３つは利用時に必ず持ってきてください 

① 水筒（ペットボトルも可。蓋のないストロータイプのものは不可） 

② ハンカチ・ハンドタオル（入室時・昼食時・トイレ後に手洗いをします） 

③ 上履き（学校のものでなくても可） 

※赤羽児童館についてはありおーそ室内（畳）は靴下利用となりますが、運動エリアを利用する場合は

上履きを履く必要があります。 

 

以下は利用時間帯や利用状況に応じて持参してください 

④ お弁当（午後も利用する場合は必要） 

⑤ 活動に必要なもの（例：きたコン、自習用のドリルやノート、本など） 

⑥ 個人的に必要なもの（例：眼鏡、薬、防犯ブザーなど） 

※保護者との連絡用や位置情報把握のためにキッズ携帯や GPSを持たせる場合は、児童館内ではカバ

ンから出さないようご家庭でも確認をお願いいたします。児童館内では通話・通信ができませんの

で、保護者に連絡をする場合は児童館を出てから通話・通信するようにしてください。 

 

 

 

７．利用するときの持ち物について 

６．活動の記録について 
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① 見学予約（電話） 

・教育総合相談センター（03−3908−1326）に連絡をしていただき、ご希望の日時をお

知らせください。 

・ありおーそが開室している時間帯（火～金、午前 10時～午後２時半）であれば見学可能

です。 

 

② 見学（児童館） 

・利用を希望する児童館（ありおーそ）を、本人と保護者で見学していただきます。 

・見学の所要時間は 15～30分程度です。 

 

③ 申請面談（教育総合相談センター） 

・後日センターにて面談を行います。必要事項を申請書にご記入いただき、書類が受理され

ると正式な登録となります。申請書は北区のホームページに書式ファイルがありますので、

ご自宅で事前に記入していただくことが可能です。 

・「北区 ありおーそ」で検索していただくと、まなびルーム「ありおーそ」のページにア

クセスできます。 

・面談の際に、利用開始予定日についても相談して日程を決めさせていただきます。 

 

④ 在籍校への連絡 

・ありおーその利用開始にあたり、区立学校の場合はセンターから在籍校へ連絡をします。 

・私立学校の場合はご家庭から学校へ報告していただくことになっています。 

 

⑤ 利用開始 

・初回利用時は児童館の受付で児童館職員に「ありおーそに来ました」と伝えてください。 

・持ち物や利用に際してのルールをご家庭でも確認していただき、ありおーそでの活動にス

ムーズに参加できるようご協力をお願いいたします。 

 

  

８．利用申込（申請）の方法 
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Q：館内で利用できる場所はどこですか？ 

・ありおーそのお部屋と、指定されたトイレのみ利用可能です。他の階や他の部屋は利用で

きません。 

・児童館は乳幼児が利用する場所でもあるため、館内では走らない、大声を出さないなど周

囲への配慮をお願いします。 

 

Q：送迎は必要ですか？ 

・送迎の必要はありません。心配な場合は保護者が児童館まで送迎することも可能です。 

 

Q：自転車で来てもいいですか？ 

・学校同様、自転車の利用はできません。徒歩もしくは公共交通機関を利用してください。 

 

Q：保護者が付き添っての利用はできますか？ 

・見学時を除き、保護者同席でのありおーその利用はできません。 

 

Q：ホップ・ステップ・ジャンプ教室（適応指導教室）と併用できますか？ 

・併用は可能です。どちらも利用したい場合はセンターに相談してください。 

 

Q：学習指導はしてもらえますか？ 

・ありおーそでは個別の学習指導や添削等は行っておりません。学習の見守りや対応可能な

範囲で一緒に取り組むことはできますが、自主学習が基本となっています。 

 

Q：制服で通わないといけませんか？（学校のあとそのまま制服で来てもいいですか？） 

・児童館は制服での利用ができないため、ありおーそも同様に制服で来ることはできません。 

 

Q：昼食をありおーそで摂ることはできますか？ 

・利用登録している子どもは昼食をありおーそ内で摂ることが可能です。冷蔵庫や電子レン

ジはないので、特に夏場はお弁当に保冷剤を付けるなど管理に注意してください。 

・ゴミは全て持ち帰ることになっています。 

 

Q：途中で昼食を外に買いに行くことはできますか？ 

・昼食を買いに行く目的であっても、児童館の外に出る場合は自分の荷物を全て持って退室

することになります。当日の再来室は可能です。 

 

９．ありおーそに関するQ＆A 
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Q：体調不良時はどのような対応をしてもらえますか？ 

・体調が悪いときは無理をせず利用を控えてください（前日発熱していた、朝吐き気があっ

た、など）。児童館では別室で休むことができないため、いつもと様子が違う場合は保護

者に連絡してお迎えをお願いすることもあります。 

 

Q：持ってきてはいけないものはありますか？ 

・きたコン以外の PC、タブレット、スマートフォン（キッズ携帯含む）、ゲームは全て持ち

込み禁止となっています。 

・児童館の中ではスマートフォン等は使用できません。スマートフォン等が保護者との連絡

で必要な場合は、来室時にスタッフに持参していることを伝えてください。また、緊急で

保護者との通話が必要な場合などはスタッフに相談してください。ＧＰＳのメッセージ機

能でのやりとりも同様です。 

・危険なものや児童館で使用できないものは持ってこないようにお願いします。 

・昼食以外の食べ物（お菓子など）を持ち込むことはできません。  

 

Q：私立学校に在籍していてきたコンがありません。なにか利用できるものはありますか？ 

・学習用に学校で貸与されている端末は持ってくることができます。私物の電子機器は児童

館への持ち込みができません。 

 

Q：学校の定期テストをありおーそで受けることはできますか？ 

・学校から配られたテスト用のプリントで自習することはできますが、他の利用者との兼ね

合いや各学校が定める実施条件等がありますので、定期テスト等をありおーそで実施する

ことはできません。 

 

Q：学校の出席扱いになりますか？ 

・ありおーそ利用状況はセンターから毎月在籍校に連絡しています。出席の扱いについては

学校長判断となりますので、在籍校に確認してください。 

・私立学校に在籍している場合は個別にセンターにご相談ください。 

 

Q：ありおーその利用後に児童館で遊ぶことはできますか？ 

・ありおーそ終了後にそのまま児童館を利用する場合は、児童館の受付で記名が必要です。 

・一般利用の時間帯はありおーそのスタッフは不在になりますので、児童館職員の指示に従

ってください。 

 

【連絡先】北区教育委員会 教育総合相談センター 

北区滝野川 2-52-10 滝野川分庁舎 3階 ☎：03-3908-1326 
 


